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　平成18年度の国民年金保険料は、

月額13,860円になります。

　保険料の前納を口座振替にすると、

現金で前納するよりも、さらに割引

額が増えます。18年度分の保険料

を一括して前納すると、現金払いで

は、2,950円の割引、口座振替では、

3,490円の割引となります。

　現金払いでの前納は、4月に郵送

されてくる納付書で5月1日（4月末

日が休日のため）までに金融機関な

どの窓口でお支払いください。

　口座振替での前納は、3月31日ま

でに口座振替の登録が社会保険事務

所で完了している必要がありますの

で、ご希望の方はお早めにお申し込

みください。なお、既に口座振替で

前納されている方は、届出の必要は

ありません。

　また、月々の口座振替には早割（当

月保険料の当月末引落し）制度があ

ります。通常の口座振替（当月保険

料の翌月末引落し）は定額保険料で

すが、早割にすると40円が割引と

なります。

　早割制度を申込みすると、翌月末

の初回の口座振替にて2か月分の保

険料（今までの保険料と40円割引

された保険料）が引落しとなり、そ

の後の毎月の保険料が40円割引と

なります。

　※口座振替の申込用紙は、住民課・

社会保険事務所にあります。

　また、社会保険庁のホームページ

からでもプリントアウトできます。

★住民基本台帳カードの申請・発行件（枚）数

【申請件数】431件

【交付枚数】428枚（内訳：写真無

A型2枚・写真有B型426枚）

★住民票の写しの広域交付処理件数

【承認件数】92件（湯河原町の住

民が他市区町村の窓口で住民票を

請求取得）

【依頼件数】26件（他市区町村の

住民が湯河原町の窓口で住民票を

請求取得）

★付記転入転出処理件数（転入転出特例）

【転入件数】0件

【転出件数】0件

　最近、ひんぱんに

高齢者をねらって『法

務局の名をかたった

消費料金未納分訴訟

最終通知書』及び『消

費生活センターをかたる業者から架

空請求のハガキ』が送付されていま

す。身に覚えのない請求については

無視していただき、相手に電話をか

けないように注意してください。

　なお、不明なことがありましたら

住民課または西さがみ連邦共和国消

費生活センター（　33-1777）へご

連絡ください。

【日程】

【会場】万葉荘内・万緑窯
【講師】中野幸男 先生
【内容】花器・中皿等作成（手びねり後ロクロ）
【対象】町内在住・在勤の成人
【定員】各グループ12人（計24人）
【材料費】3,000 円
【持ち物】エプロン・タオル
【申込み】3月1日（水）～
※定員になり次第締切り

　町民交通傷害保険は、交通事故に

より傷害を受けた方を救済するため

の制度です。

　現在加入されている方は、3月31

日で保険の有効期限が切れますので

継続加入の手続きをしてください。

　また、加入されてない方も、この機

会に是非ご家族で加入しましょう。

【加入資格】町内に在住、在勤、通

学されている方

【保険料】1口360円（2口まで）

※生活保護世帯や3級以上の障害者

の方が加入する場合は、町が一部

助成しますので、障害者手帳など

を持参のうえ、お申し出ください。

【保険期間】平成18年4月1日～

　　　　　　平成19年3月31日

【保険金】1口につき5千円～100万円

【受付場所】住民課、駅前観光案内

所（駅前観光案内所は水曜日が休

みです。保険証はお手元に届くの

に1週間程かかります。）

【持参するもの】保険料・申込用紙

（今月の広報に折り込みましたの

で、ご利用ください。）

☆出張受付を下記の日程で行います

ので、ご都合のつく会場をご利用く

ださい。

3月17日（金）
13:00～15:30
3月31日（金）
13:00～15:30
3月18日（土）
9:30～12:00
4月1日（土）
9:30～12:00

成　形
　
釉　薬

成　形

釉　薬

Ａグループ

Ｂグループ

10:30～11:30  宮上会館

13:30～14:30  観光会館

10:30～11:30  城堀会館

13:30～14:30  鍛冶屋会館

10:30～11:30  宮下会館

13:30～14:30  福浦会館

15:00～16:00  川堀会館

10:30～11:30  門川会館

13:30～14:30  中央区民会館

15:00～16:00  文化福祉会館

3月14日

（火）

3月15日

（水）

3月16日

（木）

3月28日

（火）

月　日 時　　間 会　　場

0,000,000円
請求書

0,000,000円
当選通知


